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１ 購入等件名及び数量  

  埼玉県立上尾特別支援学校ほか25校で使用する電気  

予定使用電力量5,410,100キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年７月13日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号  

５ 落札金額  

1 2 8 ,8 1 7 ,7 7 0 円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年５月27日  
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飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



  

新 旧 

旧 

新 

別 

 

日
高
市
大
字
北
平
沢
字
武
藤
ヶ
谷
戸

九
三
二
番
地
先
か
ら
入
間
郡
毛
呂
山

町
大
字
葛
貫
字
新
田
前
一
一
〇
八
番

一
地
先
ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

 

一
七
・
七
〇
～ 

 
 

 
 

七
五
・
〇
〇 

  

一
五
・
五
〇
～ 

 
 

 
 

七
五
・
〇
〇 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ル
） 

   
 

一
四
五
五
・
〇
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）

 

整
備
工
事 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 



  
 

熊
谷
羽
生
線 

路
線
名 

行
田
市
大
字
和
田
字
両
判
一
七 

四
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
和
田
字
両
判
一
五
二 

番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

午
前
十
時 

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
一
〇
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路

線

名 

上
中
森
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域



  
 

新 

旧 

旧 

新 

別 

行
田
市
富
士
見
町
二
丁
目 

三
六
番
地
先 

区 
 

 
 

間 

 

七
・
五
〇
～ 

 
 

 
 

一
〇
・
九
四 

七
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
七
一
・
四
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 
 

 
 

 
 



    
  

川
口
草
加
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 
 

 

草
加
市
吉
町
五
丁
目
一
一
三
五
番
一
地
先
か

ら
同
市
吉
町
五
丁
目
一
一
二
三
番
地
先
ま
で 

   

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
四
年
一
月
二
十
九
日
付
け

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
四
号
及
び

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
付
け

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
二
号
で
変
更
し
た
区
域
の

供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
六
〇
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

越
建
セ
第
二
〇
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
遠
野
字
前
田
五
百
三
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
清
地
六
―
一
九
―
一
三 

メ
ゾ
ン
エ
ト
ワ
ー
ル 

―
二
〇
三 

 
 

島
村 

美
智
夫 
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